
第１４号議案 

   中間市企業誘致条例の一部を改正する条例 

 この条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、議会の議決を求める。 

  平成３０年２月２７日提出 

中間市長  福田 浩   





   中間市企業誘致条例の一部を改正する条例 

中間市企業誘致条例（平成24年中間市条例第11号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４号中「建設」を「設置」に改め、同条第５号中「事務所等」を「事業所等」に

改め、同条第６号中「事務所等」を「事業所等」に、「建設」を「設置」に改め、同条第７

号中「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」を

「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」に、「第５条第

２項第２号」を「第４条第２項第１号」に改める。 

第６条第２項及び第３項第２号中「事務所等」を「事業所等」に改める。 

第10条中「事務所等」を「事業所等」に、「引続き」を「引き続き」に改める。 

附 則 

この条例は、平成30年４月１日から施行する。 





中間市企業誘致条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 

(４) 新設 本市内において新たに事業所等を設置することをい

う。 

(４) 新設 本市内において新たに事業所等を建設することをい

う。 

(５) 増設 本市内に事業所等を有する者が、当該事業所等を新た

に市内に設置し、又は既存の事業所等を拡充することをいう。 

(５) 増設 本市内に事業所等を有する者が、当該事業所等を新た

に市内に設置し、又は既存の事務所等を拡充することをいう。 

(６) 移設 本市内に事業所等を有する者が、当該事業所等を廃止

し、本市内の別の地域に新たに事業所等を設置することをいう。 

(６) 移設 本市内に事業所等を有する者が、当該事務所等を廃止

し、本市内の別の地域に新たに事業所等を建設することをいう。 

(７) 適用区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の

基盤強化に関する法律（平成19年法律第40号）第４条第２項第１

号に規定する区域及び市長が特に認めた区域をいう。 

(７) 適用区域 企業立地の促進等による地域における産業集積の

形成及び活性化に関する法律（平成19年法律第40号）第５条第２

項第２号に規定する区域及び市長が特に認めた区域をいう。 

(８) （略） (８) （略） 

（適用区域における固定資産税の課税免除） （適用区域における固定資産税の課税免除） 

第６条 （略）  第６条 （略）  

２ 前項の規定による課税の免除は、設置された事業所等が操業を開 ２ 前項の規定による課税の免除は、設置された事業所等が操業を開



始した日（市長が必要であると認めて別に定めたときは、その定め

た日）後、最初に固定資産税が賦課される年度（以下「基準年度」

という。）における当該事業所等の固定資産について、その基準年

度から３年度間における各年度の固定資産税に限る。 

始した日（市長が必要であると認めて別に定めたときは、その定め

た日）後、最初に固定資産税が賦課される年度（以下「基準年度」

という。）における当該事務所等の固定資産について、その基準年

度から３年度間における各年度の固定資産税に限る。 

３ 固定資産の範囲は、固定資産税が賦課されたもののうち、次に掲

げるものとする。 

３ 固定資産の範囲は、固定資産税が賦課されたもののうち、次に掲

げるものとする。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 土地 当該事業所等の敷地である土地（その取得の日の翌日

から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の

着手があった場合における当該土地に限る。） 

(２) 土地 当該事務所等の敷地である土地（その取得の日の翌日

から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の

着手があった場合における当該土地に限る。） 

(３) （略） (３) （略） 

（指定の承継） （指定の承継） 

第10条 指定事業者から相続、譲渡、合併その他の理由により当該事

業所等を承継した事業者は、当該事業が継続される限り、引き続き

第５条に規定する奨励措置を受けることができる。この場合におい

て、当該事業所等を承継した者は、承継の事実を証する書類を添付

して90日以内にその旨を市長に届け出なければならない。 

第10条 指定事業者から相続、譲渡、合併その他の理由により当該事

務所等を承継した事業者は、当該事業が継続される限り、引続き第

５条に規定する奨励措置を受けることができる。この場合におい

て、当該事務所等を承継した者は、承継の事実を証する書類を添付

して90日以内にその旨を市長に届け出なければならない。 


